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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機体（２）上に脱穀部（４）を設け、該脱穀部（４）が脱穀後の排稈側に付着する穀粒
を落下回収する回収部（２９）を備え、該回収部（２９）が穀粒を収容する回収口（２７
）と、該回収口（２７）に穀粒を案内する回収漏斗（２８）とを有し、上記脱穀部（４）
の後方に脱穀後の排稈を切断する切断装置（２６）と、前処理部（３）側から受け継いだ
穀稈を脱穀部（４）に搬送するとともに脱穀処理されて排藁となった穀稈を切断装置（２
６）に直接搬送するフィードチェーン（２１）とを設けたコンバインにおいて、該切断装
置（２６）を、前後のドラム（３２），（３３）と、該ドラム（３２），（３３）の下方
に位置する切断部（３４）と、前方側のドラム（３２）に取り付けられ、排稈を屈曲せし
めて掻き込み上記ドラム（３２），（３３）間に送る掻込体（３６）とを備えた掻込切断
カッタとし、回収漏斗（２８）に対して左右方向に並列配置し、上面側で穀稈を挟持した
状態で搬送するように前記フィードチェーン（２１）を構成し、該フィードチェーン（２
１）の後端部を、前方側のドラム（３２）に近接せしめるとともに掻込体（３６）の回転
軌跡と側面視でラップさせ、フィードチェーン（２１）の上方に、該フィードチェーン（
２１）とともに穀稈を挟持するガイドレール（４２）を設け、フィードチェーン（２１）
の後端部の上面側を、前方側のドラム（３２）の上面側と略同一高さに位置させ、該ガイ
ドレール（４２）の後端を、前方側のドラム（３２）の上面側まで延出せしめ、穀稈を切
断装置（２６）にガイドするガイド杆（４３）を、ガイドレール（４２）の終端側に配置
したコンバイン。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、コンバインにおける排稈の切断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術と発明が解決しようとする課題】
　従来コンバインの脱穀部には、脱穀後の排稈側に付着する穀粒（刺さり粒）を落下回収
する回収部を備えたものがあり、該回収部には穀粒を収容する回収口と、該回収口に穀粒
を案内する回収漏斗とが設けられている。そして脱穀部の後方には脱穀後の排稈を切断す
る切断装置が備えられ、脱穀後の排稈は、いったん回収部を通過させられ、刺さり粒の回
収後切断装置に送られ切断排出されるが、切断装置が脱穀部の後方に突出するため、機体
サイズが大きくなり、機体の取り扱いが容易でない場合があるという欠点があった。
【０００３】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するための本発明のコンバインにおける排稈の切断装置は、機体２上に
脱穀部４を設け、該脱穀部４が脱穀後の排稈側に付着する穀粒を落下回収する回収部２９
を備え、該回収部２９が穀粒を収容する回収口２７と、該回収口２７に穀粒を案内する回
収漏斗２８とを有し、上記脱穀部４の後方に脱穀後の排稈を切断する切断装置２６と、前
処理部３側から受け継いだ穀稈を脱穀部４に搬送するとともに脱穀処理されて排藁となっ
た穀稈を切断装置２６に直接搬送するフィードチェーン２１とを設けたコンバインにおい
て、該切断装置２６を、前後のドラム３２，３３と、該ドラム３２，３３の下方に位置す
る切断部３４と、前方側のドラム３２に取り付けられ、排稈を屈曲せしめて掻き込み上記
ドラム３２，３３間に送る掻込体３６とを備えた掻込切断カッタとし、回収漏斗２８に対
して左右方向に並列配置し、上面側で穀稈を挟持した状態で搬送するように前記フィード
チェーン２１を構成し、該フィードチェーン２１の後端部を前方側のドラム３２に近接せ
しめるとともに掻込体３６の回転軌跡と側面視でラップさせ、フィードチェーン２１の上
方に、該フィードチェーン２１とともに穀稈を挟持するガイドレール４２を設け、フィー
ドチェーン２１の後端部の上面側を、前方側のドラム３２の上面側と略同一高さに位置さ
せ、該ガイドレール４２の後端を、前方側のドラム３２の上面側まで延出せしめ、穀稈を
切断装置２６にガイドするガイド杆４３を、ガイドレール４２の終端側に配置したことを
特徴としている。
【０００４】
【発明の実施の形態】
　次に本発明の１実施形態を図面に従って説明する。図１，図２は本発明のコンバインの
側面図及び平面図であり、左右のクローラ式の走行装置１上に機体２が支持されており、
該機体２の前方に圃場の穀稈を刈り取り後方に搬送する前処理部３が昇降自在に設けられ
ていると共に、該前処理部３の後方には前処理部３側から搬送される穀稈の脱穀を行う脱
穀部４が設けられている。
【０００５】
　そして前記前処理部３及び脱穀部４の側方には機体２を着座して操縦する運転席６が設
けられており、該運転席６には前処理部３の側方に配置されるフロント操作パネル７，該
フロント操作パネル７の後方であって、且つ脱穀部４側方に配置される座席８等が備えら
れており、フロント操作パネル７からマルチ操作レバー９が、座席８前方の運転席６のフ
ロア１１からは駐車ブレーキペダル１２が各突設されている。
【０００６】
　そして従来同様上記マルチ操作レバー９の左右及び前後揺動によって機体２の操向及び
前処理部３の昇降を、駐車ブレーキペダル１２の踏み込み操作により機体２の停止を各操
作することができ、すなわち上記マルチ操作レバー９や駐車ブレーキペダル１２等が着座
して機体２を操縦することができる機体操縦用の操作部１３として設けられている。
【０００７】
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　また上記座席８の下方にはエンジン（図示しない）を収容するエンジンルーム１４が形
成されており、該エンジンルーム１４（運転席６）の後方には脱穀後の穀粒を籾袋に袋詰
めする籾処理部１６が設けられている。そして該籾処理部１６には、籾袋を支持する前後
のハンガー１７が左右方向に突出して設けられているとともに、この前後のハンガー１７
間に脱穀部４から突出する揚穀筒１８の先端が突出せしめられており、籾袋をハンガー１
７に引っ掛けて支持せしめ、揚穀筒１８の先端を籾袋の給穀口に近接、又は給穀口内に挿
入することにより、脱穀部４から籾袋に穀粒を容易に移動（排出）させ、袋詰めすること
ができる。
【０００８】
　一方上記脱穀部４は従来同様エンジン側から駆動力を得て、前処理部３側から搬送され
る穀稈をフィードチェーン２１によって受け継ぎ、この穀稈を脱穀室２２内において扱胴
２３により脱穀して、脱穀物を選別部２４に落下せしめ、該選別部２４において選別風に
より選別し、脱穀後の穀粒を揚穀筒１８を介して籾処理部１６側に送る（排出する）こと
ができるように構成されている。
【０００９】
　また脱穀部４の後方左側には脱穀後の穀稈（排稈）を切断して機外に排出する切断装置
２６が設けられており、これにより穀稈は上記のように脱穀部４によって脱穀された後は
、排稈として切断装置２６側に送られ、切断され機外に排出され、本実施形態のコンバイ
ンは、以上のように刈り取り、脱穀、排出作業を行うように構成されている。
【００１０】
　このとき上記脱穀部には、図３に示されるように、脱穀後の排稈側に付着する穀粒（刺
さり粒）を回収する回収口２７と、該回収口２７に穀粒を案内する回収漏斗２８とを備え
た回収部２９が備えられており、該回収部２９により上記刺さり粒を落下回収する構造と
なっている。そして上記回収部２９は脱穀部４の後方右側に、回収漏斗２８と切断装置２
６とが左右方向に並列に位置するように配置されている。また回収部２９の後方には脱穀
部４内の排塵を行う排塵室３１が設けられており、脱穀作業時の排塵は、該排塵室３１を
介して排出されるように構成されている。
【００１１】
　次に上記切断装置２６の構造について説明する。図３，図４に示されるように、該切断
装置２６は、Ａ方向に回転する前後のドラム３２，３３と、該ドラム３２，３３の下方に
位置してＡ方向に回転する回転式の切断部（カッタ）３４と、前方側のドラム（フィンガ
ーロール）３２に取り付けられ、排稈を屈曲せしめて掻き込み上記ドラム３２，３３間に
送る掻込体（フィンガー）３６とを備えた掻込切断カッタとなっている。
【００１２】
　そして図５に示されるように、脱穀部４側から左右方向に寝かされた状態で搬送される
排稈３５はフィンガー３６によりくの字状に屈曲されて両ドラム３２，３３間に送られ、
上記のように回転する両ドラム３２，３３により両ドラム３２，３３間を通ってカッタ３
４に供給され、上記のように回転するカッタ３４によって切断され、排出口３７から放出
される。このとき後方側のドラム（掻込みロール）３３はフィンガーロール３２より高位
置に設けられ、側面視で両ドラム３２，３３の軸芯を結ぶ直線の傾斜角度がフィードチェ
ーン２１の傾斜と、ほぼ同じ角度となるように配置されている。
【００１３】
　以上のように切断装置２６は穀稈を折り曲げて切断するため、切断装置２６の左右幅を
穀稈の稈長に比較して短くすることができ、本実施形態においても切断装置２６の左右幅
が短く形成されており、コンバインの全長及び全幅を必要以上に大きくすることなく上記
回収漏斗２８と切断装置２６とが左右方向に並列配置されている。
【００１４】
　すなわち脱穀部４の一部に切断装置２６が入り込んだように形成されており、回収口２
７は回収漏斗２８及び切断装置２６の前方に左右方向に位置している。また本実施形態に
おいては排塵室３１の後端と切断装置２６の終端とは略同位置に揃えられており、機体２
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の全長がより短く構成されている。
【００１５】
　これにより機体２をコンパクトに構成することができ、例えば籾処理部１６の後方に、
コンバインの後方でオペレータが起立姿勢で機体２を操縦することができる後方操作部を
設け、乗用タイプの当該コンバインを上記後方操作部により歩行型のコンバインとして扱
うことができるタイプのコンバインに採用することにより、該コンバインを軽量且つコン
パクトに構成することができる。
【００１６】
　例えば図６に示されるように、前処理部３及び脱穀部４の側方に運転席６を設け、運転
席６内において前処理部３の側方に機体操縦用の前方操作部１３を、該前方操作部１３の
後方且つ脱穀部４の側方に座席８を各配置し、座席８の後方に籾受け部１６を設けると共
に、該籾受部１６の後方に機体２５を操縦する後方操作部４１を設けたタイプのコンバイ
ンにおいても、機体２の全長及び全幅を上記のように短くすることができるため、機体サ
イズを比較的小さくすることができ、全幅約１．２ｍ，全長約２．３ｍ，全高約１．３ｍ
程度とすることが可能となり、山間地域等の比較的狭い農道や圃場等でより容易に取り扱
う（使用する）ことができる。
【００１７】
　一方上記フィンガー３６はフィンガーロール３２の回転に伴い、側面視において回収部
に突出する（臨む）ように取り付けられており、これにより排稈は回収部２９に搬送され
た際にフィンガー３６により掻き込まれ、この際フィンガー３６と排稈との当接（掻き込
み）により、排稈が振動せしめられる。
【００１８】
　そしてこの排稈の振動により刺さり粒は効率よく振り落とされるが、一方前述のように
回収口２７が切断装置２６の前方に位置するため、落下する刺さり粒は回収口２７に直接
又は回収漏斗２８を介して落下せしめられ、これにより穀粒の回収効率（脱穀効率）が向
上する。
【００１９】
　なお掻込みロール３３の上部には、切断装置２６により切断された排稈（排ワラ）の切
断装置２６側（掻込みロール側）からの跳ね出し防止する跳ね出し防止板３８が設けられ
ており、これにより切断装置２６により切断された排ワラが切断装置２６側から跳ね出し
、誤って回収口２７に収容される等の不都合が防止される。
【００２０】
　なお本実施形態の脱穀部におけるフィードチェーン２１は、前方側のスプロケット３９
が回転駆動される構造となっており、すなわち比較的大きい、フィードチェーン２１の駆
動部は、フィードチェーン２１の前方側に配置され、フィードチェーン２１の終端側は、
後方側のスプロケット４０を自由回転に支持せしめるように構成されているのみで、部品
点数が少ないシンプルな構成となっている。
【００２１】
　これによりフィードチェーン２１の終端部分はフィンガーロール３２に近接せしめられ
ており、このため排稈はフィードチェーン２１により直接切断装置２６に搬送され、従来
のように脱穀部４側から切断装置２６側に排稈を搬送する搬送部を設ける必要が無く、コ
ンバイン（機体２）の全長が短くなる他、コンバインが軽量化され、さらに搬送経路がシ
ンプルとなり稈の詰まり等も防止されるような構造となっている。
【００２２】
　またフィードチェーン２１の上方にはフィードチェーン２１に対向して、フィードチェ
ーン２１と共に穀稈を挟持するガイドレール４２が設けられており、該ガイドレール４２
の終端はフィンガーロール３２の軸芯近傍に延出せしめられている。
【００２３】
　これによりフィードチェーン２１から切断装置２６側に搬送される排稈はガイドレール
４２により安定してガイドされ搬送されるが、特に前述のようにフィードチェーン２１の
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前後の傾斜と、フィンガーロール３２と掻込みロール３３の前後方向の取り付けの傾斜角
度が概ね一致しているため、フィードチェーン２１の後端側から切断装置２６（フィンガ
ーロール３２）側に穀稈を上記のような比較的簡単な稈状のガイドレール４２により安定
して受け継がせて搬送せしめることができる。
【００２４】
　さらに上記ガイドレール４２の終端側の側方には、終端がフィンガー３６に近接するよ
うに弾性部材からなるガイド杆４３が脱穀部フレーム４ａ側に固定されて設けられており
、搬送される穀稈は、量が比較的多い場合は上記ガイドレール４２により押さえられて安
定的にガイドされ、量が比較的少ない場合はガイド杆４３により弾力的にガイドされ、そ
れぞれ切断装置２６側への安定して搬送される。
【００２５】
　なお本実施形態において切断装置２６と回収部２９とは、回収漏斗２８と切断装置２６
が左右方向に並列に配置されるように設けられており、このため切断装置２６と回収部２
９の両方が１つのカバー５１により上方側が覆われている。このとき切断装置２６の側方
は側板２６ａにより覆われているが、側板２６ａの上方（側板２６ａの上端とカバー５１
との間）は上記カバー５１に上下回動自在に軸支された側方カバー５２により覆われてい
る。
【００２６】
　これにより排稈が切断装置２６側に送られる際は、側方カバー５２が排稈により上方に
回動され排稈の搬送を妨げることはなく、また排稈の搬送が無い場合は側方カバー５２に
より覆われ、切断装置２６の上方側がカバーされて保護されるように構成されている。
【００２７】
【発明の効果】
　以上のように構成される本発明の構造によれば、切断装置が掻込切断カッタであるため
、左右幅が比較的小さく、このため回収部の側方に容易に配置することができる。これに
よりコンバインの全長を短くすることができ、機体をコンパクトに構成することができる
という効果がある。
【００２８】
　また掻込体を、ドラム（前方側）の回転に伴い側面視で回収部に突出するように取り付
けることにより、回収部に搬送される排稈が掻込体に当接し、この当接時の振動により排
稈から付着穀粒を効率よく振り落とすことができ、付着穀粒の回収効率を向上させること
ができるという利点もある。
【００２９】
　そして排塵室の後端をカッタの終端に揃え、排塵室とカッタの後端を略同位置にするこ
とにより、機体の全長をより短くすることができ、機体をさらにコンパクト化することが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　コンバインの側面図である。
【図２】　コンバインの平面図である。
【図３】　切断装置部分の斜視図である。
【図４】　切断装置部分の側面図である。
【図５】　切断装置部分の平面図である。
【図６】　前後に操作部を備えたコンバインの斜視図である。
【符号の説明】
　　　　２　　　機体
　　　　３　　　前処理部
　　　　４　　　脱穀部
　　　　２１　　フィードチェーン
　　　　２６　　切断装置
　　　　２７　　回収口



(6) JP 4962882 B2 2012.6.27

　　　　２８　　回収漏斗
　　　　２９　　回収部
　　　　３１　　排塵室
　　　　３２　　フィンガーロール（ドラム）
　　　　３３　　掻込みロール（ドラム）
　　　　３４　　カッタ（切断部）
　　　　３６　　フィンガー（掻込体）
　　　　４２　　ガイドレール

【図１】 【図２】



(7) JP 4962882 B2 2012.6.27

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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